
 

Ｃ．緑地の維持管理の推進 
 

（１） 維持管理への支援 

 

 多様な動植物が生育・生息する健全な樹林地に再生するために、緑地保全制度により指定されて

いる緑地のうち、必要な箇所について、間伐を主体とした手入れや下草刈り等の維持管理を推進す

る。 

 緑地の維持管理にあたっては、一定の要件を満たした場合、活動への助成を行う。 

 

表 6.7.1 維持管理への支援について 

維持管理助成制度 

○維持管理助成金 

・土地所有者または、緑のまちづくり活動団体※1が樹林地において間伐や下草

刈り等の管理を行う場合、維持管理助成金を支給 

・緑のまちづくり活動団体が維持管理活動を行う場合は、土地所有者の同意書

が必要 

○資材・備品の支援 

・維持管理に必要な資材の支給 

・備品の貸与 

維持管理施設整備等

助成制度 

維持管理に必要な施設の整備助成 

・管理用通路、倉庫、簡易トイレ等 

 

※1 緑のまちづくり活動団体：堺市緑の保全と創出に関する条例に基づいて認定された団体。 

 

 

（２） 土地所有者と維持管理活動を行う市民活動団体や CSR 活動を行う企業との仲介 

 

緑地の維持管理については、土地所有者が実施できない場合も考えられることから、維持管理

活動を行う市民活動団体やCSR活動※2を行う企業が参画できるように、一定の要件を満たす土地所

有者との仲介を行う。 

 

表 6.7.2 土地所有者と維持管理活動を行う市民活動団体や CSR 活動を行う企業との仲介について 

維持管理活動者と 

所有者の仲介 

 

土地所有者と維持管理活動を行う市民活動団体や CSR 活動を行う企業との仲介 

・土地所有者の意向と緑地の確認 

・維持管理活動を行う市民活動団体や CSR 活動を行う企業の意向の把握 

・土地所有者と維持管理活動を行う市民活動団体や CSR 活動を行う企業と市に 

よる管理協定の締結 

 
※2CSR活動：Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任。企業は利益の追求だけ

でなく、環境保護・人権擁護・地域貢献など社会的責任を果たすべきであるとする経営理念。 
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